
  

空き家バンクとは？  

空き家を売りたい・貸したい所有者から、物件情報を提供・登録していただき、那須町の  

ホームページを通じて、買いたい・借りたい利用者へ情報を提供し、使用していない空き家を 

有効活用するものです。 

空 き 家 と は ？  

個人が居住を目的として建築した町内に存在する建物（固定資産課税台帳に登録されている  

ものに限る。）及び、その敷地であって、現に居住していないもの又は今後居住しない予定の 

ものをいいます。 

ただし、民間事業者による賃貸、分譲等の営利を目的とするもの及び別荘として利用するもの 

を除きます。 
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 協 定 

①空き家の相談 

②物件の確認 

③物件の登録 
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交渉・契約 

空き家所有者と利用希望者の当事者間で交渉を行います。 

町は交渉・契約等については、関与いたしません。 

那須町役場 ふるさと定住課 事業推進係 

電話：0287-72-6955  メール：teijyu@town.nasu.lg.jp 


